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【座間市のお知らせ】 

12.15
広報 №774 市の人口●127,733人 

世　帯　数●51,899世帯 
（平成18年11月１日現在） 

●個人住民税などが変わります！（2面） 
●みんなの健康（3面） 
●平成17年度決算の概要（4・5面） 
●ざまインフォメーション（6・7面） 
●歳末火災特別警戒（8面） 

い
よ
い
よ
あ
と
二
週
間
あ
ま
り
で
平
成
十
八
年
も
終
わ

り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
今
年
も
市
政
全
般
に
わ

た
り
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

年
末
年
始
は
、
市
役
所
を
は
じ
め
、
市
内
公
共
施
設
の

開
業
日
や
ご
み
の
収
集
日
な
ど
、
各
種
業
務
の
日
程
が
通

常
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

来
る
新
年
が
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
輝
か
し
い
年
と
な
る

こ
と
を
お
祈
り
し
ま
す
。

※上段（黒字）は年末最終の収集日、下段（赤字）は年始最初の収集日です。 
※平成19年１月８日（月）は祝日ですが、収集を行います。 

地　　区 

相模が丘 

ひばりが丘、 
小松原、広野台、 

さがみ野 

栗原中央、 
南栗原、 

西栗原、東原 

　立野台、 
入　谷 

座間、 
  新田宿、四ツ谷、 

明王、 
  緑ケ丘、相武台、 

栗原 

燃えるごみ 缶・瓶・紙・布 ペットボトル プラスチック製 容器包装 燃えないごみ し　　尿 生活排水 

12月28日（木） 
 

１月４日（木） 
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12月15日（金） 
 

１月５日（金） 

12月29日（金） 
 

１月12日（金） 
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１月10日（水） 
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１月４日（木） 

12月19日（火） 
 

１月９日（火） 

12月30日（土） 
 

１月６日（土） 

12月29日（金） 
 

１月５日（金） 

12月18日（月） 
 

１月８日（月） 
※ 

12月27日（水） 
 

１月31日（水） 
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１月12日（金） 
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１月11日（木） 

12月26日（火） 
 

１月９日（火） 

施　　　設　　　名 

12　月 １　月 

25日 
（月） 

26日 
（火） 

27日 
（水） 

28日 
（木） 

４日 
（木） 

５日 
（金） 

29日（金） 
 

31日（日） 

～
 １日（月） 

 
３日（水） 

～
 

市役所、各出張所 
各コミュニティセンター 
サニープレイス座間（総合福祉センター） 
各児童館 
市民健康センター（保健部門） 
市公民館、北・東地区文化センター 
ハーモニーホール座間（市民文化会館） 
青少年センター 
ひまわり公園テニスコート※１ 
栗原遊水地テニスコート 
スカイアリーナ座間（市民体育館） 
図書館 
リサイクルプラザ 
子育て支援センター 
第2子育て支援センター 
大和斎場※２ 

×…休み　▲…午前のみ　○…平常どおり（大和斎場を除く。※２参照。） 
※１  １月４日は、オムニコート（E・F）は午前11時から、クレーコート（A～D）は午後1時から利用できます。 
※２  12月31日は火葬と告別式のみ、１月４日は火葬と通夜のみです。予約は通常通り24時間電話対応します。
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（○印は開業日）

年
末
年
始
の
公
共
施
設
業
務
日
程
は
、
上
表

の
と
お
り
で
す
。
市
役
所
で
は
閉
庁
中
、
戸
籍

に
関
す
る
届
け
出
の
預
り
、
死
体
埋
火
葬
許
可

証
の
発
行
以
外
の
業
務
は
行
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
住
民
票
等
自
動
交
付
機
も
、
十
二

月
二
十
九
日
（
金
）
〜
平
成
十
九
年
一
月
三

日
（
水
）
ま
で
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
（
左
記
参
照
）。

年
末
年
始
の
「
資
源
物
、
ご
み
、
し
尿
、

生
活
排
水
」
の
収
集
日
程
は
、
下
表
の
と
お

り
で
す
。

年
末
は
、
大
掃
除
や
正
月
の
準
備
な
ど
で

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
量
が
増
え
ま
す
。
ま

た
、
慌
た
だ
し
さ
か
ら
、
分
別
方
法
や
収
集

日
の
間
違
い
が
増
え
て
き
ま
す
。
大
掃
除
な

ど
で
出
た
不
用
物
は
正
し
く
分
別
し
、
収
集
日

の
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

一
年
の
う
ち
で
、
ご
み
が
最
も
増
え
る
こ

の
時
期
。
引
き
続
き
ご
み
の
減
量
化
、
資
源

化
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
木
の
枝
を
出
す
場
合
は
、
必
ず
太
さ
を
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
長
さ
五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下
に
切
断
し
、
ひ
も
な
ど
で
結

ば
ず
に
、
透
明
・
半
透
明
の
袋
に
入
れ
て
燃

え
る
ご
み
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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寒さが厳しくなり、水道管の水が凍ると管に亀裂が入っ
て水漏れすることがあります。屋外に露出している水道管
には、古い毛布・布などの防寒材を巻いて凍結を防ぎまし
ょう。
担当 水道業務課 �046（252）7509 �046（257）4155

道路上の漏水を見つけたら下記の電話番号にご連絡くだ
さい。市が費用負担します。
宅地内（止水栓から蛇口）の漏水の修理は有料です。市

指定工事店または下記の電話番号にご連絡ください。年末
年始の閉庁期間でも対応します。
座間市管工事業協同組合 フリーダイヤル �0120-015244
担当 水道工務課 �046（252）7519 �046（257）4155

12月29日（金）～平成19年１月３日（水）は年末年始のため、
また平成19年１月６日（土）は、庁内電気設備定期点検のため、
自動交付機の利用ができません。ご不便をお掛けしますが、ご
理解いただきますようお願いいたします。
上記期間以外は、通常どおり利用することができます。なお、

利用に際しては、次のことにご注意ください。
○自動交付機の利用時間は、平日は午前８時30分～午後８時、
土曜・日曜日、祝日は午前８時30分～午後５時です。

○自動交付機を利用するには、「自動交付機用の暗証番号」を登
録した座間市民カードまたは住民基本台帳カードが必要です。

○自動交付機で発行できる証明書は、カードを所有している本
人または同一世帯の方の住民票の写しと、本人の印鑑登録証
明書です。

担当 戸籍住民課 �046（252）8083 �046（255）3550

市役所閉庁中（12月29日～１月３日）のお問い合わせは�046（255）1111（代表）へ
※年末年始の休日・夜間診療に関しては、本紙３面をご覧ください。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
水道管の凍結にご注意を！ 水道管の凍結にご注意を！ 

年末年始も漏水に対応します！ 

水道管の凍結にご注意を！ 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
年末年始も漏水に対応します！ 年末年始も漏水に対応します！ 

公
共
施
設
業
務
日
程 

「
資
源
物
、ご
み
、し
尿
・
生
活
排
水
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
収
集
日
程 

住民票等自動交付機利用停止のお知らせ 住民票等自動交付機利用停止のお知らせ 
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国
と
地
方
と
の
税
金
の
配
分

の
あ
り
方
を
見
直
す
た
め
に
、

個
人
住
民
税
と
所
得
税
の
税
率

改
正
を
実
施
し
ま
す
（
表
１
・

２
参
照
）。
こ
れ
は
、
住
民
福
祉

な
ど
の
直
接
的
な
経
費
を
負
担

す
る
地
方
に
税
を
よ
り
多
く
配

分
し
、
そ
の
代
わ
り
に
国
へ
の

配
分
を
少
な
く
す
る
も
の
で
す
。

個
人
住
民
税
（
個
人
県
民

税
・
個
人
市
民
税
）の
税
率
が
、

こ
れ
ま
で
の
累
進
税
率
と
い
う

所
得
に
応
じ
て
税
率
が
五
パ
ー

セ
ン
ト
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
適
用
さ
れ

て
い
く
仕
組
み
か
ら
、
比
例
税

率
と
い
う
所
得
に
関
係
な
く
一

律
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
を

適
用
す
る
仕
組
み
に
変
わ
り
ま

す
。例

え
ば
、
今
ま
で
住
民
税
の

税
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た

方
は
、
十
九
年
度
か
ら
一
〇
パ

ー
セ
ン
ト
に
倍
増
し
ま
す
が
、

所
得
税
の
税
率
は
一
〇
パ
ー
セ

ン
ト
か
ら
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
半

減
し
ま
す
。

今
回
の
税
制
改
正
で
は
、
個

人
住
民
税
が
増
え
て
も
所
得
税

が
減
る
た
め
、
納
税
者
の
負
担

が
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
仕

組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
（
表
３

参
照
）。

な
お
、
個
人
住
民
税
と
所
得

税
で
は
、
基
礎
控
除
や
扶
養
控

除
な
ど
の
人
的
控
除
額
に
差
が

あ
る
の
で
両
税
を
合
わ
せ
た
税

負
担
に
変
動
が
生
じ
な
い
よ
う

調
整
し
、
所
得
税
の
か
か
ら
な

い
方
の
税
負
担
も
変
動
し
な
い

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

国
は
、
平
成
十
八
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
、
定
率
減
税
を

廃
止
し
ま
し
た
。
定
率
減
税
と

は
、
国
が
平
成
十
一
年
度
税
制

改
正
で
緊
急
避
難
的
な
特
例
措

置
と
し
て
導
入
し
た
「
税
額
か

ら
一
定
の
額
を
控
除
す
る
措

置
」
で
す
。
こ
の
定
率
減
税
の

額
は
、
十
七
年
度
分
ま
で
は
所

得
割
額
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
相

当
額
（
四
万
円
が
上
限
）
で
し

た
が
、
十
八
年
度
分
は
所
得
割

額
の
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
相
当

額
（
二
万
円
が
上
限
）
に
引
き

下
げ
ら
れ
、
十
九
年
度
に
は
廃

止
に
な
り
ま
す
（
表
４
参
照
）。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
八
年

度
に
引
き
続
き
十
九
年
度
も
、

控
除
さ
れ
て
い
た
分
の
税
負
担

が
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。国

は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら

六
十
五
歳
以
上
の
方
を
対
象
に

し
た
老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃

止
を
実
施
し
ま
し
た
。そ
の
際
、

急
激
な
税
負
担
の
増
加
を
緩
和

す
る
た
め
の
経
過
措
置
と
し

て
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
現

在
六
十
五
歳
以
上
（
昭
和
十
五

年
一
月
二
日
以
前
生
ま
れ
）
で

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
一
二

五
万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て

は
、
十
八
年
度
分
は
税
額
の
三

分
の
二
を
、
十
九
年
度
分
は
税

額
の
三
分
の
一
を
減
額
す
る
措

置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
二
十
年
度
分
以
降
に
つ
い

て
は
、
経
過
措
置
が
終
了
す
る

た
め
、
税
の
減
額
は
あ
り
ま
せ

ん
。

県
は
「
個
人
県
民
税
の
超
過

課
税
」
を
創
設
し
、
平
成
十
九

年
度
か
ら
個
人
県
民
税
に
超
過

課
税
を
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
は

水
源
環
境
の
保
全
・
再
生
に
継

続
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的

に
、
水
を
利
用
す
る
県
民
の
皆

さ
ん
に
広
く
負
担
を
い
た
だ
こ

う
と
、
個
人
県
民
税
の
均
等
割

と
所
得
割
に
つ
い
て
標
準
税
率

を
超
え
た
課
税
を
実
施
す
る
も

の
で
す
。

こ
の
超
過
課
税
に
よ
る
税
収

は
、
水
源
環
境
保
全
お
よ
び
再

生
の
た
め
の
事
業
の
み
に
活
用

す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま

す
。
実
施
は
、
十
九
年
度
分
か

ら
二
十
三
年
度
分
ま
で
の
五
年

間
。
税
率
は
、
均
等
割
が
千
円

に
三
百
円
上
乗
せ
さ
れ
た
千
三

百
円
に
、
所
得
割
が
四
パ
ー
セ

ン
ト
に
〇
・
〇
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
上
乗
せ
さ
れ
た
四
・
〇
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
皆
さ
ん
の

税
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
十
九
年
度

の
み
「
老
年
者
非
課
税
措
置
の

廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
を
受
け

ら
れ
る
方
」
に
は
、
超
過
課
税

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
住
民
税
と
所
得
税

を
合
わ
せ
た
税
負
担
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
税
率
改
正
に
よ
り
、
基

本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
な

改
正
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
定
率
減
税
の
廃
止
や
県
民

税
の
超
過
課
税
が
創
設
さ
れ
る

た
め
、
皆
さ
ん
の
税
負
担
は
増

え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
改
正

前
と
改
正
後
の
税
負
担
の
比
較

例
を
示
し
ま
す
の
で
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
（
表
５
参
照
）。

平
成
十
九
年
度
か
ら
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
個
人
住
民
税
の
税
率
改
正
と
、
こ
れ
に
伴
う
所
得
税
の
税
率
改

正
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
定
率
減
税
の
廃
止
や
個
人
県
民
税
の
超
過
課
税
の
創
設
な
ど
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
皆
さ
ん
の
税
負
担
額
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
今
回
は
年
金
受
給
者
を
対
象
に
、
各
税
制
改
正
や
超
過
課
税
の

内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
給
与
所
得
者
編
に
つ
い
て
は
、
本
紙
二
月
十
五
日
号
で
あ
ら
た
め
て
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

担
当

市
民
税
課
　
�
０
４
６（
２
５
２
）８
０
０
７
　
�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

表１　住民税税率の改正 

所
得
割 

区分 課　税　標　準 市民税 県民税 計 

均　等　割 

200万円までの部分 

700万円までの部分 

700万円超の部分 

３％ 

８％ 

10％ 

3,000円 

２％ 
 

３％ 

1,000円 

５％ 

10％ 

13％ 

4,000円 

現行  

所
得
割 

区分 課税標準 

一律 ６％ ４％ 10％ 

3,000円 1,000円 4,000円 

市民税 県民税 計 

均　等　割 

改正後  

表２　所得税税率の改正 

表３　年金所得者の税負担の比較 
　　　（定率減税・県超過課税は含まない年収300万円の例） 

※平成19年１月１日現在72歳の方で計算しています。 
※税額の算出にあたっては、15万円の社会保険料控除を見込んでいます。 
※均等割が含まれています。 

課　税　所　得 税　率 

330万円までの部分 

900万円までの部分 

1,800万円までの部分 

1,800万円超の部分 

10％ 

20％ 

30％ 

37％ 

現行  

課　税　所　得 税　率 

195万円までの部分 

330万円までの部分 

695万円までの部分 

900万円までの部分 

1,800万円までの部分 

1,800万円超の部分 

５％ 

10％ 

20％ 

23％ 

33％ 

40％ 

改正後  

家族構成 区　　分 
現　行 
（A） 

改正後 
（B） 

差　額 
（B）－（A） 

住民税  

所得税  

合計  

住民税  

所得税  

合計  

単身世帯 

夫婦２人世帯 

70,000円 

127,000円 

197,000円 

51,000円 

79,000円 

130,000円 

133,500円 

63,500円 

197,000円 

90,500円 

39,500円 

130,000円 

63,500円 

△ 63,500円 

0円 

39,500円 

△ 39,500円 

0円 

表４　住民税の定率減税の動き 

年　度 

減税率 

限度額 

17年度 

15％ 

40,000円 

18年度 

7.5％ 

20,000円 

19年度 

廃止 

表５　年金所得者の税負担の比較 
　　　（定率減税・県超過課税を含む年収300万円の例） 

※平成19年１月１日現在72歳の方で計算しています。 
※税額の算出にあたっては、15万円の社会保険料控除を見込んでいます。 
※均等割が含まれています。 

家族構成 税の種類 現　行 改正後 

住民税  

所得税  

合計  

住民税  

所得税  

合計  

単身世帯 

夫婦２人世帯 

65,000円 

114,300円 

179,300円 

47,400円 

71,100円 

118,500円 

134,100円 

63,500円 

197,600円 

91,000円 

39,500円 

130,500円 

住
民
税
の
税
率
が

一
律
１０
％
に

定
率
減
税
が
廃
止
に

老
年
者
非
課
税
措
置

の
廃
止

個
人
県
民
税
の

超
過
課
税
を
創
設

１９
年
度
の
税
負
担
は

ど
う
な
る
？

平
成
平
成
１９
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
な
ど
が

年
度
か
ら
個
人
住
民
税
な
ど
が 

変
わ
り
ま
す
！

変
わ
り
ま
す
！ 
平
成
平
成
１９
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
な
ど
が

年
度
か
ら
個
人
住
民
税
な
ど
が 

変
わ
り
ま
す
！

変
わ
り
ま
す
！ 
平
成
平
成
１９
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
な
ど
が

年
度
か
ら
個
人
住
民
税
な
ど
が 

変
わ
り
ま
す
！

変
わ
り
ま
す
！ 
平
成
１９
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
な
ど
が 

変
わ
り
ま
す
！ 

〜
年
金
受
給
者
編 



▽とき＝12月22日（金）午後１時15分～２時15分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対象
＝平成18年９月生まれ（対象者には個人通知をします）

▽とき＝平成19年１月15日（月）午前10時～11時30分
▽ところ＝市民健康センター▽内容＝新しい友達をつ
くりたい保護者のための教室。赤ちゃんと楽しく遊ぶ
▽対象＝３カ月～４カ月児とその保護者▽定員＝先着
30人▽持ち物＝母子健康手帳、バスタオル▽申込方
法＝電話予約

▽とき＝平成19年１月11日（木）午前10時～11時30分
▽ところ＝市民健康センター▽内容＝離乳食の作り
方・すすめ方、子どもの発達や予防接種について▽対
象＝５カ月～６カ月児とその保護者▽持ち物＝母子健
康手帳、離乳食用スプーン▽申込方法＝電話予約

▽ところ＝市民健康センター▽対象＝初めて出産する
妊娠20週から31週までの方とその夫▽受講料＝500円
（テキスト代）▽持ち物＝母子健康手帳、筆記用具▽
申込方法＝１月９日（火）までに電話で担当へ

▽とき＝平成19年１月12日（金）午前９時30分～10時
30分受け付け▽ところ＝東地区文化センター▽内容＝
身体測定と食事・発育状態・しつけの相談▽持ち物＝
母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

広報ざま【座間市のお知らせ】No.774 平成18年（2006年）12月15日３

保 予 保健医療課 

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

受付時間 
◆休日｛日曜日・祝日・１２月２９日（金）～平成１９年１月３日（水）｝昼間 
診療科目 電話番号 診療場所 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 
消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

受付時間 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
外　科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆深　夜 
診療科目 電話番号 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

小児救急情報センター（左記）でご確認くだ 
さい。 午後10時～翌朝午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌朝午前８時 

�０４６（２５５）９９３３ 

�０４６（２５１）０１１９ 
※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 

予ＢＣＧ接種

と　き 内　容 
平成19年 
１月15日（月） 

１月20日（土） 

１月24日（水） 

１月27日（土） 

栄養の話、妊娠中の生活、 
赤ちゃんとの触れ合い体験 
産後の過ごし方と 
赤ちゃんの世話 
歯の話、妊婦体操、 
お産の流れと呼吸法 

午前９時15分 
　～正午 

午前９時30分 
　～11時30分 

赤ちゃんの沐浴、妊婦疑似 
体験、これからに向けて 

もくよく 

保なかよしベビークラス

保赤ちゃん教室

保母親父親教室

保育児相談

私
は
結
婚
し
て
座
間
市

に
来
た
こ
ろ
ス
ポ
ー
ツ
貧

血
で
、
坂
道
が
多
い
座
間

の
街
並
み
が
大
変
つ
ら
か

っ
た
。
し
か
し
、
健
康
に

な
っ
た
今
で
は
、
坂
道
の

上
り
下
り
が
好
き
に
な
り

ま
し
た
。
坂
道
の
上
り
下

り
は
、
自
然
に
抵
抗
な
く

筋
力
を
鍛
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
坂
の
上

か
ら
見
る
景
色
や
夜
景
は
、

な
ん
と
も
素
晴
ら
し
い
も

の
で
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
日
ご

ろ
通
勤
・
通
学
・
買
い
物

な
ど
で
�
き
つ
い
坂
道
�
を

利
用
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
、

こ
の
坂
道
を
ど
の
よ
う
に

思
っ
て
い
る
の
か
「
坂
道

つ
ら
く
な
い
で
す
か
？
」

と
聞
い
て
み
ま
し
た
。

ま
ず
毎
朝
「
お
は
よ

う
！
」
と
元
気
に
あ
い
さ

つ
を
し
な
が
ら
坂
を
上
っ

て
く
る
中
学
生
は
、
ニ
コ

ッ
と
笑
っ
て
「
ぜ
ん
ぜ

ん
！
若
い
か
ら
ね
っ
」
と

の
返
事
。
次
に
座
間
駅
ま

で
三
カ
所
の
坂
を
越
え
て

通
勤
し
て
い
る
と
い
う
男

性
は
「
も
う
二
十
数
年
歩

い
て
い
る
か
ら
平
気
で
す

よ
」
と
余
裕
の
表
情
。
そ

し
て
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し

て
坂
道
を
上
っ
て
き
た
夫

婦
は
「
つ
ら
い
で
す
が
、
生

活
道
路
で
す
の
で
…
」
と
仕

方
な
く
受
け
入
れ
て
い
る

様
子
。
坂
道
は
、
若
さ
や

慣
れ
で
苦
に
な
ら
な
く
て

も
、
決
し
て
歓
迎
さ
れ
て

は
い
な
い
よ
う
で
し
た
。

し
か
し
、
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
中
の
女
性
は
、
買
い
物

に
行
く
の
に
坂
道
が
つ
ら

く
な
り
「
こ
の
ま
ま
で
は

い
け
な
い
と
思
い
、
ウ
オ

ー
キ
ン
グ
を
開
始
し
た
」

と
の
こ
と
。
坂
道
が
健
康

管
理
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と

し
て
役
立
っ
た
よ
う
で
す
。

父
と
子
の
交
わ
り
が
希
薄
に
な
っ

て
き
た
昨
今
。
そ
の
距
離
を
縮
め
よ

う
と
す
る
“
お
や
じ
の
会
”
の
設
立

が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
立
野
台
小
学

校
の
「
た
ち
野
会
」（
西
山
敬
史
郎

会
長
）
も
そ
の
一
つ
だ
。

　
「
で
き
る
人
が
、
で
き
る
時
に
、

で
き
る
こ
と
を
す
る
」
を
モ
ッ
ト
ー

に
す
る
た
ち
野
会
。
四
年
ほ
ど
前
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
ふ
れ
あ
い
祭
り
で
、
焼
き

そ
ば
作
り
を
し
た
の
が
き
っ
か
け
。

発
起
人
の
三
田
博
士
前
会
長
が
「
そ

の
と
き
七
、
八
人
に
“
で
き
る
こ
と

か
ら
始
め
て
み
よ
う
”
と
声
を
か
け

た
」
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
お
や
じ
の

集
ま
り
。
現
在
は
四
十
人
ほ
ど
に
膨

ら
ん
だ
。

　
学
校
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
行
事
へ
の
協
力

や
ザ
リ
ガ
ニ
捕
り
な
ど
、
教
職
員
も

参
加
し
て
年
十
回
ほ
ど
の
活
動
に
よ

り
、子
ど
も
と
の
距
離
は
近
づ
い
た
。

西
山
会
長
が
危き

惧ぐ

す
る
「
父
親
は
不

器
用
な
の
か
、
子
ど
も
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
の
が
難
し
い
」

こ
と
も
解
消
し
た
。

効
果
も
生
ん
だ
。「
こ
れ
ま
で
と

違
い
、
父
親
が
学
校
へ
顔
を
出
し
や

す
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
自
分
の
子

ど
も
以
外
の
子
を
見
る
機
会
が
増
え

た
の
は
有
益
。
子
ど
も
も
ま
た
、
よ

そ
の
大
人
と
話
せ
る
の
で
プ
ラ
ス
に

な
る
」
と
三
田
前
会
長
。

お
や
じ
の
会
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
枠
外
で

「
好
き
に
や
れ
る
」
利
点
が
あ
る
。

春
秋
二
回
、
市
内
四
校
（
ひ
ば
り
が

丘
、
旭
、
相
模
が
丘
各
小
学
校
）
の

会
が
合
同
で
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

を
開
く
の
が
い
い
例
。
い
ま
は
学
校

別
に
な
っ
て
い
る
が
、「
い
ず
れ
は

地
域
へ
と
広
げ
て
い
き
た
い
」の
が
、

二
人
の
夢
で
あ
る
。

お
や
じ
の
会

ソフトボールで父子交流

坂
道
の
多
い
ま
ち

傷ついたり、病気になったりして弱っている野
生の動物を見つけたときは、保護をして下記の施
設に持ち込んでください。同施設では、持ち込ま
れた動物に必要な治療を施して回復させた後、再
び自然に戻しています。
○注意事項
・保護しようとする人を、動物が敵だと思って
攻撃してくる場合があります。近づいたり、
触れたりするときは注意しましょう
・病気が人にも感染する可能性があるので、軍
手やマスクを着用し、動物に直接触れないよ
うにしましょう
・巣立ち間もない野鳥のヒナが地面に落ちてい
ることがありますが、この場合は保護の必要
はありません。また、ヘビやタカ類に襲われ
た鳥も同様です。自然の営みですのでそのま
まにしておきましょう
・逃げ出したペット、ドバト、カラス、海に住
む哺乳類は、原則として受け入れていません
・保護が目的であっても、野生動物を許可なく
飼育することは法律で禁止されています

・施設から動物を引き取りには行きません

担当 農政課 �046（252）7601 �046（255）3550

ケガや病気の野生動物を見つけたら…

ま
た
、
東
京
か
ら
十
数
年

前
に
引
っ
越
し
て
き
た
と

い
う
九
十
二
才
の
芸
術
家

の
男
性
は
、
座
間
の
緑
の

多
さ
、
水
の
お
い
し
さ
と

と
も
に
坂
道
の
多
さ
も
気

に
入
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

さ
ら
に
は
「
市
内
に
は
ノ

ギ
ク
が
自
生
し
て
い
る
の

で
採
っ
て
き
て
、
家
内
の

仏
前
に
供
え
て
い
る
の
で

す
よ
」
と
坂
道
を
き
っ
か

け
に
、
い
ろ
い
ろ
な
話
を

聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

お
話
し
し
て
く
れ
た
皆

さ
ん
、
ご
協
力
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し

て
読
者
の
皆
さ
ん
は
�
座

間
市
の
坂
道
�
を
ど
の
よ

う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
？

急な坂でも元気にあいさつ！

○野生動物保護施設 

県自然環境 
保全センター 

横浜市立横浜動物 
公園ズーラシア 

横浜市立 
野毛山動物園 

横浜市立 
金沢動物園 

厚木市七沢657 �046（248）6682

�045（959）1000

�045（231）1392

�045（783）5060

横浜市旭区 
上白根町1175-1

横浜市西区 
老松町63-10

横浜市金沢区 
釜利谷東5-15-1



一
般
会
計
の
歳
入
総
額
は
三

百
十
九
億
五
千
三
百
十
六
万
円

で
、
前
年
度
に
比
べ
て
六
十
億

五
千
二
百
六
十
万
円
（
一
五
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
）
減
少
し
ま
し

た
。
歳
出
総
額
は
三
百
八
億
五

千
九
百
九
十
八
万
円
で
、
前
年

市
の
会
計
は
、
行
政
運
営
の

た
め
の
基
本
的
な
会
計
で
あ
る

一
般
会
計
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
の

度
に
比
べ
て
五
十
八
億
四
千
六

百
九
十
五
万
円
（
一
五
・
九
パ

ー
セ
ン
ト
）
減
少
し
ま
し
た
。

歳
入
・
歳
出
決
算
額
が
前
年
と

比
較
し
て
大
き
く
減
少
し
た
理

由
は
、
歳
入
・
歳
出
に
そ
れ
ぞ

れ
含
ま
れ
て
い
る
市
債
を
借
り

換
え
た
た
め
の
額
が
、
前
年
度

に
比
べ
て
五
十
九
億
一
千
二
百

六
十
九
万
円
減
少
し
た
た
め
で

す
。
市
債
の
借
り
換
え
を
除
い

た
前
年
度
比
較
で
は
、
歳
入
は

三
百
十
五
億
一
千
八
百
四
十
五

万
円
で
、
前
年
度
に
比
べ
て
一
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提
供
か
ら
得
ら
れ
る
料
金
な
ど

の
対
価
に
よ
っ
て
支
出
を
賄
う

四
つ
の
特
別
会
計
、
地
方
公
営

企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
水
道

事
業
会
計
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歳
入
・
歳
出

額
は
、表
１
の
と
お
り
で
し
た
。

億
三
千
九
百
九
十
一
万
円
（
〇
・

四
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
減
少
と
、

歳
出
は
三
百
四
億
二
千
五
百
二

十
七
万
円
で
、
前
年
度
に
比
べ

て
六
千
五
百
七
十
四
万
円
（
〇
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
増
加
と
な

り
ま
す
。

こ
の
た
び
、
市
の
平
成
十
七
年
度
の
決
算
が
議
会
で
認
定
さ
れ

ま
し
た
。
こ
こ
に
市
の
財
政
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
、
ど
の
よ

う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
広
く
お
知
ら

せ
す
る
た
め
、
決
算
の
概
要
を
公
表
し
ま
す
。

担
当

財
政
課
　
�
０
４
６（
２
５
２
）
８
４
０
４

�
０
４
６
（
２
５
５
）
３
５
５
０

平
成
十
七
年
度
の
歳
入
か
ら

歳
出
を
差
し
引
き
す
る
と
十
億

九
千
三
百
十
八
万
円
に
な
り
ま

す
。
財
政
構
造
の
指
標
と
な
る

経
常
収
支
比
率
（
低
い
数
値
ほ

ど
財
政
構
造
に
弾
力
性
が
あ
る
）

は
、九
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
、

依
然
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
歳
入
と
歳
出
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
グ
ラ
フ
１
・

２
、表
２
・
３
の
と
お
り
で
す
。

市
の
主
な
財
産
は
、
基
金
が

三
億
八
千
九
百
十
三
万
円
減
少

し
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
財

産
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
変
化

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
の
負
債
は
、
新
規
の
起
債

発
行
の
抑
制
な
ど
に
よ
り
、
市

債
（
一
般
会
計
）
が
九
億
八
千

八
百
八
十
八
万
円
減
少
し
ま
し

た
。市

の
財
産
と
負
債
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
表
４
・
５
、
グ
ラ

フ
３
の
と
お
り
で
す
。

平成17年度歳入（収入）・歳出（支出）決算額 

一般会計の歳入を市民一人当たりで見ると　253,255円 

一 般 会 計  
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計  
老 人 保 健 特 別 会 計  
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計  
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計  
水 道 事 業 会 計  
総 計  

歳入（収入） 歳出（支出） 
319億5,316万円 
109億8,375万円 
55億7,496万円 
37億9,870万円 
36億1,071万円 
20億8,584万円 
580億712万円 

308億5,998万円 
107億5,656万円 
55億2,902万円 
37億41万円 

35億4,367万円 
28億2,166万円 
572億1,130万円 

【表１】 

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
方
に

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
、

医
療
費
を
支
払
う
事
業
で
す
。

平
成
十
七
年
度
の
歳
入
と
歳
出

は
グ
ラ
フ
４
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
歳
出
総
額
を
被
保
険
者

一
人
当
た
り
に
換
算
す
る
と
、

二
十
三
万
九
千
百
五
十
円
で
す
。

担
当

国
保
年
金
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
０
３

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
４
３

老
人
保
健
は
、
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
原
則
七
十
五
歳

以
上
の
方
の
医
療
に
関
す
る
事

業
で
す
。
医
療
受
給
者
の
年
間

月
平
均
者
数
は
八
千
三
十
七
人

で
、
前
年
度
に
比
べ
三
百
五
十

三
人
（
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）

減
少
し
ま
し
た
。
平
成
十
七
年

度
の
歳
入
と
歳
出
は
グ
ラ
フ
５

の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
歳
出

総
額
を
被
保
険
者
（
医
療
受
給

者
年
間
月
平
均
者
数
）
一
人
当

た
り
に
換
算
す
る
と
、
六
十
八

万
七
千
九
百
四
十
六
円
で
す
。

担
当

保
健
医
療
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
２
１
３

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
４
３

公
共
下
水
道
は
、
下
水
道
使

用
料
を
い
た
だ
き
、
下
水
管
の

敷
設
や
維
持
管
理
を
す
る
事
業

で
す
。
平
成
十
七
年
度
の
整
備

面
積
十
七
・
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
加
え
た
整
備
済
面
積
は
、
千

百
八
十
四
・
七
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

で
、
事
業
認
可
区
域
千
二
百
六

十
一
・
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
対

す
る
整
備
率
は
、
九
三
・
九
パ

ー
セ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
平

成
十
七
年
度
の
歳
入
と
歳
出
は

グ
ラ
フ
６
の
と
お
り
で
す
。

担
当

下
水
道
課

�
０
４
６（
２
５
２
）８
５
４
１

�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

介
護
保
険
事
業
は
、
介
護
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
に
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
き
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
事
業
で

す
。
制
度
開
始
か
ら
六
年
目
を

迎
え
、制
度
の
さ
ら
な
る
育
成
、

充
実
に
よ
り
円
滑
な
事
業
運
営

を
目
指
し
ま
し
た
。
平
成
十
七

年
度
の
歳
入
と
歳
出
は
グ
ラ
フ

７
の
と
お
り
で
す
。

担
当

長
寿
介
護
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
７
１
９

�
０
４
６（
２
５
２
）８
２
３
８

※
水
道
事
業
会
計
の
決
算
に
つ

い
て
は
、
本
紙
十
一
月
十
五
日

号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
で

す
。

【表３】 【グラフ２】 性質別歳出内訳  目的別歳出構成比 
内　　訳 

人 件 費  

物 件 費  

維持補修費  

扶 助 費  

補 助 費 等  

小 計  

普 通 建 設  

事 業 費  

小 計  

公 債 費  

積 立 金  

投資及び出資金 
・ 貸 付 金  

繰 出 金  

小 計  

合　　　　計 

区分 金 額（万円） 構成比(%)

813,513 

388,313 

69,091 

569,163 

205,699 

2,045,779 

 
84,783

 

84,783 

347,214 

134,541 

 
12,026

 

418,184 

911,965 

3,042,527

26.7 

12.8 

2.3 

18.7 

6.8 

67.3 

 
2.8
 

2.8 

11.4 

4.4 

 
0.4
 

13.7 

29.9 

100.0

消
費
的
経
費 

そ
　
の
　
他 

投
資
的
経
費 

民 生 費  

総 務 費  

公 債 費  

衛 生 費  

土 木 費  

教 育 費  

消 防 費  

議 会 費  

労 働 費  

商 工 費  

農林水産業費 

消費的経費 

投資的経費 

高齢者や障害者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費 

住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費 

市の借金の元金と利子を支払うための経費 

ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費 

道路、河川、公園などの整備のための経費 

小・中学校での教育、生涯学習などの経費 

消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費 

市議会を運営するための経費 

労働に関する問題対策のための経費 

商業・工業の振興を図るための経費 

農業・林業・水産業の振興を図るための経費 

支出の効果が資本形成に向けられ、施設などが 
将来に残る経費 

支出の効果が当該年度または極めて短期間で 
終わる経費 

（注）この表は、地方財政状況調査の
分類方法を準用していますので、
公債費の中の借換債4億3,471万円
は除かれています。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

公　債　費 

民　生　費 

総　務　費 

衛　生　費 

教　育　費 

土　木　費 

消　防　費 

議　会　費 

労　働　費 

農林水産業費 

商　工　費 

諸支出金 

17年度　308億5,998万円 
16年度　367億693万円 

98億1,046万円（31.8％） 
94億283万円（25.6％） 

53億3,538万円（17.3％） 
47億2,472万円（12.9％） 

39億685万円（12.7％） 
99億4,643万円（27.1％） 

33億6,042万円（10.9％） 
35億7,673万円（9.7％） 

31億9,252万円（10.3％） 
33億8,573万円（9.2％） 

30億4,811万円（9.9％） 
34億7,191万円（9.5％） 

億円 

15億5,880万円（5.1％） 
15億3,329万円（4.2％） 

2億9,219万円（0.9％） 
2億8,053万円（0.8％） 

513万円（0.0％） 
492万円（0.0％） 

1億3,920万円（0.4％） 
1億4,266万円（0.4％） 

1億1,025万円（0.4％） 
1億1,107万円（0.3％） 

1億67万円（0.3％） 
1億2,611万円（0.3％） 

【表２】 【グラフ１】 自主・依存財源別歳入内訳 目的別歳入構成比 
内　　訳 

市 税  
分担金及び負担金 
使用料及び手数料 
財 産 収 入  
寄 附 金  
繰 入 金  
繰 越 金  
諸 収 入  
小 計  
地 方 譲 与 税  
利 子 割 交 付 金  
配 当 割 交 付 金  
株式等譲渡所得割
交 付 金  
地 方 消 費 税  
交 付 金  
自 動 車 取 得 税  
交 付 金  
国有提供施設等所在
市町村助成交付金等 
地方特例交付金  
地 方 交 付 税  
交 通 安 全 対 策  
特 別 交 付 金  
国 庫 支 出 金  
県 支 出 金  
市 債  
小 計  
合　　　　計 

区分 金 額（万円） 構成比(%)
1,685,099 
36,563 
37,942 
5,937 
520 

171,223 
129,884 
55,320 

2,122,488 
73,993 
7,297 
5,054 

7,371 
 

98,205 
 

33,150 
 

21,676  
68,756 
103,422 

2,383  
314,120 
127,750 
209,651 

1,072,828 
3,195,316

52.7 
1.1 
1.2 
0.2 
0.0 
5.4 
4.1 
1.7 
66.4 
2.3 
0.2 
0.2 

0.2 
 

3.1 
 

1.0 
 

0.7  
2.2 
3.2 

0.1  
9.8 
4.0 
6.6 
33.6 
100.0

自
　
主
　
財
　
源 

依
　
存
　
財
　
源 

市 税  

国庫支出金 

市 債  

繰 入 金  

繰 越 金  

県 支 出 金  

地方交付税 
 
 地方消費税 
交 付 金  

自 主 財 源  

依 存 財 源  

市民税や固定資産税などの市に納められた税金 

国から交付される補助金や負担金など 

公共施設の整備などをするときに借りる市の借金 

積み立てられた資金などから引き出したお金 

前年度から繰り越したお金 

県から交付される補助金や負担金など 

市が自主的に収入できる財源 

国・県の意思により定められた額が交付される 
交付金、補助金などの財源 

国税として納められた後、地方公共団体の財政 
需要により配分される税金 

県に収められた地方消費税の２分の１に相当す 
る額を、市町村の人口および従業員数で案分し 
て、各市町村に交付されるお金 

市　　税 

市　　債 

国庫支出金 

地方交付税 

繰　入　金 

繰　越　金 

県支出金 

地方消費税 
交　付　金 

そ　の　他 

17年度　319億5,316万円 
16年度　380億576万円 

20億9,651万円（6.6％） 
　　　　　　　　　　　　　　　84億5,740万円（22.3％） 

31億4,120万円（9.8％） 
32億109万円（8.4％） 

17億1,223万円（5.4％） 
14億3,237万円（3.8％） 

12億9,884万円（4.1％） 
10億1,019万円（2.7％） 

12億7,750万円（4.0％） 
12億3,304万円（3.2％） 

10億3,422万円（3.2％） 
19億4,700万円（5.1％） 

9億8,205万円（3.1％） 
10億4,269万円（2.7％） 

35億5,962万円（11.1％） 
32億17万円（8.4％） 

億円 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

168億5,099万円（52.7％） 
164億8,181万円（43.4％） 

【表４】 市の財産 

土 地  

建 物  

基 金  

有価証券など 

平成16年度 平成17年度 

891,565� 

252,845� 

20億5,799万円 

2億5,548万円 

899,438� 

252,849� 

16億6,886万円 

2億5,341万円 

【表５】 市の負債 

市 債  
（ 一 般 会 計 ） 
市 債  
（公共下水道事業特別会計）  
土地開発公社 
 
合 計  

平成16年度 平成17年度 

307億8,231万円 

275億5,631万円 

10億4,951万円 

593億8,813万円 

297億9,343万円 

269億3,233万円 

11億4,343万円 

578億6,919万円 

【グラフ３】 平成17年度末 
一般会計市債残高 

総　額 
297億9,343万円 

教育債 
76億7,769万円万円 
（25.8％） 

教育債 
76億7,769万円 
（25.8％） 

臨時税収補てん債臨時税収補てん債 
住民税等減税住民税等減税 
　　　　補てん債　　　　補てん債 
臨時財政対策債臨時財政対策債 
95億6,318万円 
（32.1％） 

臨時税収補てん債 
住民税等減税 
　　　　補てん債 
臨時財政対策債 
95億6,318万円 
（32.1％） 

公営住宅債 
庁舎債 
22億6,372万円 
（7.6％） 

土木債 
17億791万円 
（5.7％） 

民生債 
13億8,798万円 
（4.7％） 

その他 
71億9,295万円 
（24.1％） 

【グラフ４】 国民健康保険事業 【グラフ５】 老　人　保　健 

【グラフ６】 公共下水道事業 【グラフ７】 介護保険事業 

歳　入 
109億8,375万円 

歳　入 
37億9,870万円 

歳　入 
55億7,496万円 

歳　入 
36億1,071万円 

歳　出 
107億5,656万円 

歳　出 
37億41万円 

歳　出 
55億2,902万円 

歳　出 
35億4,367万円 

療養給付費 
交付金 
24億6,481万円 
（22.4％） 

県支出金 
4億441万円 
（11.2％） 

その他 
1億1,424万円 
（3.2％） 

財政安定化 
基金拠出金 
310万円（0.1％） 

諸支出金 
4,904万円（1.4％） 

保険給付費 
33億1,162万円 
（93.4％） 

保険給付費 
33億1,162万円 
（93.4％） 

総務費 
1億7,991万円 
（5.1％） 

支払基金交付金 
10億4,402万円 
（28.9％） 

保険料 
6億9,750万円 
（19.3％） 

国庫支出金 
6億8,009万円 
（18.8％） 

繰入金 
6億7,045万円 
（18.6％） 

支払基金交付金 
10億4,402万円 
（28.9％） 

保険料 
6億9,750万円 
（19.3％） 

国庫支出金 
6億8,009万円 
（18.8％） 

繰入金 
6億7,045万円 
（18.6％） 

公債費 
22億7,191191万円 
（6161.4％） 

建設費 
8億6,450450万円 
（23.4％） 

公債費 
22億7,191万円 
（61.4％） 

建設費 
8億6,450万円 
（23.4％） 

総務費 
5億6,400万円 
（15.2％） 

繰入金 
14億9,121万円 
（39.3％） 

使用料及び手数料 
12億6,659万円 
（33.3％） 

市債 
6億2,170170万円 
（16.4％） 

繰入金 
14億9,121万円 
（39.3％） 

使用料及び手数料 
12億6,659万円 
（33.3％） 

市債 
6億2,170万円 
（16.4％） 

国庫支出金 
1億9,500万円 
（5.1％） 

繰越金 
1億8,440万円 
（4.9％） 

その他 
3,980万円 
（1.0％） 

保険給付費 
72億6,586586万円 
（67.6％） 

老人保健拠出金 
23億3,217217万円 
（21.7％） 

保険給付費 
72億6,586万円 
（67.6％） 

老人保健拠出金 
23億3,217万円 
（21.7％） 

介護納付金 
7億405万円 
（6.5％） 

国民健康保険税 
35億1,897万円 
（32.0％） 

国庫支出金 
26億8,695万円 
（24.5％） 

繰入金 
1616億3,255255万円 
（1414.9％） 

国民健康保険税 
35億1,897万円 
（32.0％） 

国庫支出金 
26億8,695万円 
（24.5％） 

繰入金 
16億3,255万円 
（14.9％） 

その他 
6億8,047万円 
（6.2％） 

その他 
4億5,448万円 
（4.2％） 繰入金 

3億9,778万円 
（7.1％） 

県支出金 
3億6,752万円 
（6.6％） その他 

3,549万円 
（0.6％） 

諸支出金 
1,704万円 
（0.3％） 

国庫支出金 
14億7,418万円 
（26.5％） 

支払基金交付金 
32億9,999万円 
（59.2％） 

国庫支出金 
14億7,418万円 
（26.5％） 

支払基金交付金 
32億9,999万円 
（59.2％） 

医療諸費 
55億1,198万円 
（99.7％） 

医療諸費 
55億1,198万円 
（99.7％） 
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バランスシート （平成１8年３月３１日現在）（単位：千円） 

借　　　　方 貸　　　　方 

【資産の部】 
１.有形固定資産 
　（１）総　務　費 16,223,080 
　（２）民　生　費 4,746,172 
　（３）衛　生　費 1,859,607 
　（４）労　働　費 1,210 
　（５）農林水産業費 262,428 
　（６）商　工　費 11,472 
　（７）土　木　費 29,530,707 
　（８）消　防　費 1,094,530 
　（９）教　育　費 47,506,798 
　（10）そ　の　他 3,665 
　　　　　　　　　計 101,239,669 
　　　　　　 （うち土地） （40,756,112） 
　　　　　 有形固定資産合計 101,239,669 
 
２.投資等 
　（１）投資及び出資金 777,776 
　（２）貸　付　金 3,045 
　（３）基　　　金  
　　　①特定目的基金 437,972 
　　　②土地開発基金 0 
　　　③定額運用基金 10,000 
　　　　　　　　基金計 447,972 
　（４）退職手当組合積立金 0 
　　　　　　　投資等合計 1,228,793 
 
３.流動資産 
　（１）現金・預金  
　　　①財政調整基金 1,087,983 
　　　②減債基金 0 
　　　③歳計現金 1,093,179 
　　　　　　　　現金・預金計 2,181,162 
　（２）未　収　金  
　　　①地　方　税 1,234,215 
　　　②そ　の　他 113,282 
　　　　　　　　未収金計 1,347,497 
　　　　　　　流動資金合計 3,528,659 
 
　　　　　　　　資産合計 105,997,121

【負債の部】 
１.固定負債 
 
　（１）地　方　債 26,429,739 
 
　（２）債務負担行為  
　　　①物件の購入等 0 
　　　②債務保証又は損失補償  
　　　　　債務負担行為計 0 
 
　（３）退職給与引当金 8,611,485 
 
　　　　　固定負債合計 35,041,224 
 
２.流動負債 
 
　（１）翌年度償還予定額 3,363,688 
 
　（２）翌年度繰上充用金 0 
  
　　　　　流動負債合計 3,363,688 
 
 
　　　　　　負債合計 38,404,912 
 
 
 
【正味資産の部】 
 
１.　国庫支出金 9,370,624 
 
２.　都道府県支出金 1,467,695 
 
３.　一般財源等 56,753,890 
 
　　　　　正味資産合計 67,592,209 
 
 
 
　　　  負債・正味資産合計 105,997,121

※債務負担行為に関する情報　債務保証又は損失補償に係るもの　　　3,904,450千円 

地方公共団体の会計は１年間における収入を見積もり、それに見合った支
出を行う単年度予算主義がとられています。
しかし、家計に例えると数年掛かって貯めた貯金や、数年前に買った家と

借り入れた資金の状況が反映されていません。
そのため、平成17年度決算状況を市民の皆さんにより分かりやすく知って

いただくため、貯金や家（財産）および借入金（負債）の累積状況を表現で
きる企業的手法によるバランスシート（貸借対照表）を作成しました。

［資産の部］ 
１ 有形固定資産 
　市役所庁舎、保育所、道路、
公園、市営住宅、学校、市民文
化会館、図書館、市民体育館な
どの土地、建物を部門別に分類
し、減価償却した後の額です。 
 
　市の持っている施設の現在の
価値が分かります。 
 
２ 投資等 
　出資金や市民への直接貸付金、
福祉や学校建設基金といった特
定目的のために積み立てられた
基金（貯金）額などを計上して
います。 
 
 
３ 流動資産 
　短期間（1年以内）に換金で
きる預金や現金、税金の未収金
などを計上しています。 

借　方 

資産合計 

［負債の部］ 
１ 固定負債 
　市の長期借入金である地方債
の残高や、普通会計職員の退職
金相当額（想定）などを計上し
ています。 
 
 
２ 流動負債 
　翌年度に支払う長期借入金の
返済額と、前年度の収入不足に
より繰り上げて使った分を計上
しています。 
 
　負債合計 
 
 
［正味資産の部］ 
　土地の購入や道路、建物など
を建設するために充てられた国
や県の支出金、税などを計上し
ています。 
 
　正味資産合計 

貸　方 

負債・正味資産合計 

○ 資産は1,059億9,700万円、前年比2.5％の減少（市民一人当たり84万円）
○ 負債は384億500万円、前年比0.9％の減少（市民一人当たり30万円）
○ 正味資産は675億9,200万円、前年比3.4％の減少（市民一人当たり54万円）

平成17年度バランスシートを作成

※市債（一般会計）には、国が行った減税に伴う地方税の
減収額を埋めるための減税補てん債48億418万円（うち借
換分25億935万円を含む）、臨時税収補てん債４億8,246万
円および地方交付税の振替額のうち地方負担分となる臨
時財政対策債67億8,590万円が含まれています。
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。 

お 役 立 ち 情 報 満 載 ！ 

広報ざま【座間市のお知らせ】No.774 平成18年（2006年）12月15日６

○移転日　12月11日
○新所在地　愛甲郡愛川町中津字桜
台4071－５

○新電話番号　�046（284）4550
担当 市民税課
�046（252）8004 �046（255）3550

事業用資産などの確定申告用資料
「固定資産税課税額」（明細）の交付
を平成18年分確定申告から中止しま
す。平成18年度固定資産税・都市計
画税納税通知書に添付している「固
定資産課税明細書」を確定申告用資
料としてご利用ください。なお、同
明細書を紛失した場合は、担当窓口
において有料で発行する「固定資産
名寄帳の写し」をご利用ください。
担当 固定資産税課
�046(252)8043 �046(255)3550

ダイオキシンなどの有害大気汚染
物質は、物を燃焼させることによっ
て発生します。特にビニールやプラ
スチック、ゴムなどを燃焼させると
多く発生し、環境に悪い影響を与え
ます。
現在、「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」では、適合基準に合っ
た焼却炉以外での廃棄物の焼却行為
は禁止されています。家庭での焼却
行為はやめ、資源物と燃えるごみに
分別して収集日に出してください。
切り枝や枯れ葉などもむやみに燃や
さず、小まめに収集日に出すなどし
て近隣の方に迷惑の掛からないよう
ご協力をお願いします。
担当 環境対策課
�046（252）8214 �046（257）7743

市民が亡くなったご家庭に、祭壇
の貸し出し・飾り付けと葬祭具付属
品の販売をしています。
○費　用　①祭壇＝下表のとおり②
葬祭具付属品（ひつぎ、位

い

牌
はい

、骨
つぼ、線香、ろうそく、香典帳ほ
か）＝46,000円程度

○申込方法　直接担当へ
なお、次のことは直接寺院や葬祭

業者などに依頼してください。
▼僧侶

そうりょ

▼会葬者への返礼品・礼状▼
霊柩車
れいきゅうしゃ

、マイクロバス▼司会▼遺影

▼その他（花、果物、盛り菓子、ド
ライアイスなど）
担当 福祉支援課
�046（252）7122 �046（256）3600

市民の皆さんと市とのパイプ役と
して活動している民生委員・児童委
員・主任児童委員は、地域の皆さん
の福祉に関する相談役として、悩み
事や心配事などの相談をお受けしま
す。相談内容や個人の秘密は固く守
られますので、お気軽にご相談くだ
さい。
※お住まいの地域の委員について
は、担当にお問い合わせください。
※65歳以上のひとり暮らし高齢者に
は、自宅訪問もしています。訪問を
受けるためには事前の登録が必要で
す。ご希望の方は担当にお申し込み
ください。
担当 福祉支援課
�046（252）7122 �046（256）3600

緑化に関する助成を次のとおり実
施しています。ご希望の方は事前に
担当にご相談ください。
【民間施設緑化事業】
○助成対象　150平方メートル以上
の民間駐車場の緑化

○助成内容　市が購入した樹木の苗
木を無料配布（限度額10万円）

【生け垣設置奨励金】
○交付条件　自己敷地内への生け垣
の設置で、次のすべてに該当し事
前審査を受けたもの①公道または
公道に準ずる私道（以下、道路）
に面する延長が２メートル以上②
設置部分の高さが道路から1.5メ
ートル以下③樹高が0.9メートル
以上④葉が触れ合う程度に列植

○交付額　１メートル当たり4,000
円（限度額８万円）、既存の塀を
壊して設置する場合は１メートル
当たり6,000円（限度額12万円）
※一部地区では限度額が異なりま
す。

担当 公園緑政課
�046（252）7221 �046（255）3550

市教育委員会の
委員長および委員
長職務代理者の任
期満了に伴い、11
月14日に開催され
た同委員会定例会
で、委員長に片野
一二さん（57歳、
相武台１丁目在
住、写真）、同職務代理者に伊藤恵
さん（51歳、南栗原４丁目在住）を
選任しました。任期はそれぞれ１年
です。
片野さんは平成13年11月に教育委

員に就任し、現在２期目。委員長の
就任は今回で２回目となります。ま

た、伊藤さんは平成16年11月に教育
委員に就任し、初の職務代理者の
就任となります。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

財団法人日産科学振興財団によ
る「理科・環境教育助成」制度に、
座間中学校（高木孝校長）が推薦
され、去る11月６日日産自動車横浜
工場ゲストホールにおいて助成金33
万円が贈呈されました。
この助成は、昭和49年に日産自動

車株式会社が全額出資して設立さ
れた同財団が日本の科学や技術を
振興するために、子どもたちの理
科離れに歯止めをかけ、科学技術、
環境問題、モノ作り、自動車など
に興味を持ってもらい、それらの理
解を促進することを目的に平成16年
度から全国からの公募により毎年実
施されているものです。助成対象は、
日産自動車株式会社などの主な工
場・事業所が所在する地域の小・中
学校で、平成18年度は74校が助成を
受けました。
同中学校理科部会では、これから

１年間「生徒の探究心を大切にする
理科学習」をテーマに、生徒が抱く
「なぜ」という気持ちを引き出し、
その疑問を解決していく過程を通し
て指導、育成していくことを目指し
ます。また、地域の教材を活用し、
仮説、実践、検証、総括を繰り返し
ながら生徒の探究心向上に努めてい
きます。
担当 教育指導課
�046（252）8732 �046（252）4311

１月１日～11月30日
（物件事故を含まず）

○と　き　平成19年１月20日（土）
午後１時30分～４時

○ところ　厚木市文化会館小ホール
（厚木市恩名295－１）
○内　容　県央地域の市町村の団体
（本市は鈴鹿長宿区域街づくり協
定運営委員会）による活動報告を
通して、県民の地域社会への参加

活動について考える（手話・パソ
コン文字通訳あり）

○保 育　１月10日（水）までに要
予約

○申込方法　１月10日（水）までに
氏名（参加者全員）、在住の市町
村名、電話番号またはファクス番
号、保育を希望する場合は子の人
数を記入し、はがき・電話・ファ
クスで問い合わせ先へ

○問い合わせ先　県県央地域県政総
合センター県民課〒243-0004厚木
市水引２－３－１�046（224）1111
（内線2122）�046（225）1743
担当 広聴相談課
�046（252）8146 �046（255）3550

○と　き　平成19年１月25日（木）
午後２時～

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）小ホール
○内　容　青少年による覚せい剤や
大麻などの薬物乱用の実態を知
り、防止する方法を考える

○参加費　無料
○参加方法　当日直接会場へ
担当 教育指導課
�046（252）8732 �046（252）4311

○と　き　平成19年１月下旬～３月
上旬

○ところ　県内11会場
※講習種別によって日時および場所
が異なりますので、詳しくは担当に
お問い合わせください。
○対　象　危険物施設で危険物の貯
蔵の取扱い作業に従事する次のい
ずれかに該当する方①免状の交付
を受けた日から３年以内②前回の
講習を受けた日から３年以内③危
険物の取扱い作業に従事すること
になった日から１年以内

○受講料　4,700円
○申込方法　担当および東・北分署
に備え付けの申請書に必要事項を
記入し、平成19年１月９日（火）
までに申請書に記載されている申
請先あて郵送

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

○と　き　平成19年２月18日（日）
○ところ　神奈川大学校舎
○試験の種類　甲種､乙種全類､丙種
○受験資格　乙・丙種は制限なし
○申込方法　担当および東・北分署
に備え付けの申請書に必要事項を
記入し、12月18日（月）から平成
19年１月18日（木）までに申請書
に記載されている申請先あて郵送

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

○と　き　①平成19年１月17日～２
月７日毎週水曜日午後６時30分～
９時30分②１月13日～２月３日毎
週土曜日午前９時30分～午後０時

30分（いずれも全４回）
○ところ　①市公民館②東地区文化
センター

○内　容　パソコン機能を学び、イ
ンターネットやメールなどを体験
する

○対　象　市内在住・在勤のパソコ
ン初心者で全日程参加可能な方

○定　員　各16人（多数抽選）
○参加費　1,200円（テキスト代）
○持ち物　筆記用具
○申込方法　①12月28日（木）②12
月21日（木）までに直接・電話・
ファクスで希望の各担当へ

担当 ①は市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

②は東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789

◆北文おもちゃ病院
○と　き　平成19年１月13日（土）
午前10時～正午（午前11時30分ま
で受け付け）

○内　容　壊れたおもちゃを修理す
る
※修理できない物もあります。
○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　20組（先着順）
○費　用　無料
※部品代などが掛かる場合あり。
○申込方法　当日直接同センターへ

◆ひがし子どもクリスマス会
○と　き　12月24日（日）午前10時
～正午

○内　容　サンタさんとうたおう、
キャンドル点灯式、人形劇、パネ
ルシアター、体操、寸劇、クリス
マスソングミニコンサートなど
（小さなプレゼントあり）
○対　象　幼児以上（幼児は保護者
同伴）

○入　場　自由
◆新春卓球大会
○と　き　平成19年１月５日（金）
午後１時～４時

○内　容　試合形式で卓球を楽しむ
○対　象　小学生以上
○定　員　30人（先着順）
○持ち物　ラケット（持っている人）
○参加費　無料
○申込方法　平成19年１月４日（木）
までに直接・電話・ファクスで同
センターへ

◆わくわく科学教室
○と　き　平成19年１月６日（土）
午後１時～４時

○内　容　①小学１年～３年生「ふ
しぎな石・じしゃく～１円・５円
玉は磁石にくっつくの？」②小学
４年～６年生「電池と回路・再び
～モーターを使って楽しいおもち
ゃを作ろう！」

○定　員　各25人（先着順）
○参加費　①100円②500円（材料代）
○持ち物　筆記用具
○申込方法　平成19年１月５日（金）
までに直接・電話・ファクスで同
センターへ

◆人形浄瑠璃
じょうるり

教室～あなたも人形を
遣
つか

ってみませんか？
○と　き　平成19年１月21日（日）
午後２時～４時

○内　容　人形浄瑠璃の話・操作体
験、公演「釣女

つりおんな

」
○対　象　市内在住・在勤・在学の
小学生～30歳の方（保護者同伴可）
および青少年教育関係者

○定　員　70人（先着順）
○参加費　無料
○持ち物　筆記用具
○申込方法　12月19日（火）午前10
時から直接・電話で同センターへ
※12月28日（木）～平成19年１月
４日（木）を除く。

◆ジュニア・サイエンスクラブ
親子星空観察会
○と　き　平成19年１月27日（土）
午後６時～８時

○内　容　星空の話、望遠鏡を使っ
た夜空の観察

○対　象　市内在住の小学５・６年
生と保護者

○定　員　10人（多数抽選）
○参加費　無料
○持ち物　筆記用具、防寒用の上着
○申込方法　往復はがき１枚に保護
者を含めて参加者３人までの氏
名、ふりがな、学年、住所、電話
番号を記入し｢親子星空観察会希
望」と明記して、平成19年１月13
日（土）までに同センターあて郵
送

◆手作り絵本講習会
○と　き　平成19年１月12日～２月
23日（２月２日を除く）毎週金曜
日午前10時～正午（全６回）

○内　容　世界中でたった１冊の絵
本を作る

○定　員　15人（先着順）
○参加費　1,500円（材料代）
○持ち物　筆記用具、レジャーシー
ト（小１枚）

○保　育　あり（２歳児以下先着５
人、３歳児以上先着５人まで。１
回100円）

○申込方法　平成19年１月７日（日）
までに直接・電話で同館へ

○市陸上競技協会（市町村対抗
かながわ駅伝競走大会競技者選考）
ロードレース大会
▽とき＝平成19年１月７日（日）午
前８時～受け付け▽集合場所＝日産
座間事業所生産技術本部食堂前▽部
門＝①高校生以上の市内在住者②高
校生以上の市外在住者③高校生以上
の市内在住の女性④市内在住の中学
生男子⑤市内在住の中学生女子▽距
離＝①②5,000メートルまたは１万
メートル③④⑤3,000メートル▽参
加費＝市陸上競技協会登録者500円、
未登録者800円、高校生500円、中学
生200円▽問い合わせ先＝�046
（254）3064（佐藤）
○親子バイオ入門実験教室
▽とき＝平成19年１月20日（土）午
後１時～３時（午後０時30分～受け
付け）▽ところ＝東地区文化センタ
ー▽内容＝タマネギと口

こう

腔
くう

粘膜の核
の顕微鏡観察、ブロッコリーからの
ＤＮＡ抽出▽対象＝小学４年～中学
生（保護者同伴）▽定員＝先着８組
16人程度▽参加費＝無料▽持ち物＝
筆記用具▽申込方法＝平成19年１月
12日（金）までに直接・電話（�
046（253）0781）・ファクス（�046

（253）0789）で同センターへ
○自殺予防電話相談「いのちの電話」
相談ボランティア募集
▽応募資格＝23歳～62歳で、毎週１
回１年間の養成コースに平成19年４
月から参加し、認定後電話相談（１
回３～４時間、無報酬）を月２回で
きる方▽応募締切日＝平成19年２月
15日（木）（募集要項は80円切手を
同封の上、〒240-8691横浜市保土ヶ
谷郵便局私書箱32号「横浜いのちの
電話」事務局あて郵送で請求）▽研
修費＝７万円（分割納入）▽問い合
わせ先＝同事務局�045（333）6163
○看護技術基礎研修
▽とき＝平成19年１月18日（木）午
前10時～午後４時▽ところ＝県ナー
スセンター（横浜市中区）▽内容＝
呼吸管理ついて学ぶ▽対象＝県内の
医療機関に就職を希望する未就業の
看護職免許所持者▽定員＝50人（多
数抽選）▽参加費＝2000円（資料代）
▽申込方法＝往復はがきに研修名
（１月開催基礎研修）、住所、氏名、
年齢、電話番号、看護職免許の種類、
離職年数を記入し、12月21日（木）
まで（必着）に〒231-0037横浜市中
区富士見町3-1県総合医療会館５階
県ナースセンターあて郵送▽問い合
わせ先＝同センター�045（263）2101
○自然教室
冬の表丹沢バードウオッチング
▽とき＝平成19年１月13日（土）午前
９時15分～午後３時30分▽集合・解
散場所＝県立秦野ビジターセンター
▽内容＝同センター周辺の野山で冬
鳥を探す▽対象＝小学生以上のバー
ドウオッチング初心者（小学生は保
護者同伴）▽定員＝30人（多数抽選）
▽参加費＝300円（保険・資料代）
▽申込方法＝12月27日（水）まで（必
着）に、往復はがき（あて先〒259-
1304秦野市堀山下1513）・ファクス
（�0463（87）9311）・電子メール
（メールアドレスhadano-vc@ka
nagawa-park.or.jpへ。携帯電話で
の送信は不可）で、催し物名、参加
者全員の氏名、年齢、住所、電話番
号、ファクス番号を記入し、県立秦
野ビジターセンターへ▽問い合わせ
先＝同センター�0463（87）9300
○デジカメ・画像加工入門講座
▽とき＝平成19年１月11日～25日毎
週木曜日午後１時30分～４時30分
（全３回）▽ところ＝市公民館▽内
容＝デジタルカメラの基礎およびパ
ソコンでの簡単な画像処理を学ぶ▽
対象＝パソコンでの文字入力とマウ
ス操作が可能な方▽定員＝16人（多
数抽選）▽参加費＝500円（教材代）
▽持ち物＝筆記用具▽申込方法＝12
月22日（金）までに直接・電話（�
046（255）3131）・ファクス（�046
（252）2776）で同館へ
○相模野・相武台一輪車クラブ
さわやか第19回ＺＡＭＡ
室内一輪車発表会
▽とき＝12月23日（土）午後１時～▽
ところ＝スカイアリーナ座間▽内
容＝ペア（二人組）およびグループ
（団体）演技の発表▽入場＝自由▽問
い合わせ先＝�046（254）7469（中川）
○技術校合同説明会
▽とき＝12月17日（日）午前10時～
午後４時▽ところ＝厚木市ヤングコ
ミュニティセンター（本厚木駅東口
徒歩１分）▽内容＝県立高等職業技
術校などの平成19年４月生募集説
明、体験実習、個別相談、将来の就
業相談など▽参加費＝無料▽入場＝
自由▽問い合わせ先＝県雇用産業人

軽自動車検査協会神奈川事務所
相模支所が移転しました

材課�045（210）5715
○ＮＨＫ横浜開局80年記念「ＦＭシ
ンフォニーコンサート」公開録音

▽とき＝平成19年２月24日（土）午
後５時～（午後４時～開場）▽とこ
ろ＝ハーモニーホール座間大ホール
▽内容＝飯森範親指揮、東京フィル
ハーモニー交響楽団の演奏によるベ
ートーベンピアノ協奏曲第５番『皇
帝』ほか▽入場料＝無料▽申込方
法＝往復はがきの往信裏面および返
信表面に郵便番号、住所、名前、電
話番号を記入し、平成19年２月３日
（土）まで（必着）に〒228-0021緑
ケ丘1-1-2ハーモニーホール座間
「ＦＭシンフォニーコンサート」観
覧係あて郵送▽注意事項＝応募多数
の場合は抽選。往復はがき１枚の申
し込みで２人まで入場可。未就学児
の入場不可▽問い合わせ先＝同ホー
ル�046（255）1100
○ソフトボール審判員募集
▽応募資格＝月２回程度（日曜日の
み）審判員として活動でき、次の公
認審判員講習を受講できる方▽講習
会実施日＝平成19年２月４日（日）
午前９時～▽講習会実施場所＝栗原
中学校校庭▽受講費用＝2000円程度
▽応募方法＝平成19年１月15日（月）
までに、電話で市ソフトボール協会
審判部�046（255）1752（今別府）へ
▽電話受付時間＝午後７時～10時
○小学・中学・高校生のための
春休み海外派遣事業　参加者募集
▽とき＝平成19年３月▽派遣先＝ア
メリカ、イギリス、カナダなど▽内
容＝ホームステイ、ボランティア体
験など▽対象＝小学３年～高校３年
生▽参加費＝24万8000円～35万円
（共通経費は別途）▽応募締切日＝
平成19年２月５日（月）▽応募方法
などに関する問い合わせ・資料請求先
＝(財)国際青少年研修協会�03(33
59)8421

○座間仏像芸術愛好会
▽内容＝神奈川県近郊の古寺を訪
ね、仏像や伽藍などについて学ぶ▽
とき＝毎月第２木曜日午後１時30分
～３時30分（予定）▽ところ＝相武
台コミュニティセンター▽会費＝月
額1000円▽連絡先＝�046（251）4720
（杉山）
○矢車草の会
▽内容＝施設を訪問し、車いすレク
ダンスやフォークダンスなどをボラ
ンティアで開催する▽とき＝練習月
１回、施設訪問月１回▽ところ＝サ
ニープレイス座間▽対象＝どなたで
も（初心者歓迎）▽会費＝年額2000
円（入会金1000円）▽連絡先＝�
046（256）2530（宮澤）
○俳画サークルあやめ
▽内容＝俳画制作（水彩で絵を描き、
毛筆で俳句を書く）を楽しむ▽と
き＝毎月第２水曜日午後１時～４時
▽ところ＝市公民館▽会費＝月額
2000円▽連絡先＝�046（251）1077
（小林）
○熟年のためのギターサークル
▽内容＝ギター合奏や二重奏などを
楽しむ▽とき＝毎月２回午前10時～
11時30分（土曜・日曜日、祝日を除
く）▽ところ＝相武台前自治会館
（相模原市相武台１丁目）▽会費＝
月額2000円▽連絡先＝�046（235）
5834（青木）

市内の交通事故件数
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ダイオキシンなどの有害大気
汚染物質の削減のために…
屋外焼却はやめましょう

民生委員・児童委員・
主任児童委員にご相談を

葬祭具貸し出し

　　  祭　　壇
 使用料　   

 （消費税込み） 
１号（５段飾り） 21,840円 
２号（５段飾り） 27,300円 
３号 
（４段飾り団地サイズ） 

32,550円
 

４号（５段飾り） 18,270円 

ご利用ください！
「民間施設緑化事業」と
「生け垣設置奨励金」

座間中学校が理科・
環境教育助成を受けました

県央フォーラム「共に生きる活力
ある地域づくりについて考える」

青少年薬物乱用防止啓発講演会

危険物取扱者保安講習会

危険物取扱者試験

ほんとうに初めての
パソコン講座

北地区文化センター
�042（747）3361 �042（747）8542

東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789

青少年センター
〒228-0023立野台１－１－４
�046（253）8411 �046（259）2163

図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

教育委員長に
片野一二さんを選任

確定申告用の固定資産資料の
交付を中止
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明日夢
あ す む

ちゃん
H18. 1 . 1 生まれ　男
ひばりが丘 5 丁目

小泉
こいずみ

陸
りく

ちゃん
H18. 1 .31生まれ　男
入谷 1 丁目

早川
はやかわ

凛
りん

太
た

郎
ろう

ちゃん
H18. 5 .15生まれ　男
相武台 2 丁目

福島
ふくしま

悠
ゆう

太
た

ちゃん
H17.12.12生まれ　男
栗原中央 2 丁目

本
ほん

田
だ

理夏
り か

ちゃん
H18. 6 .16生まれ　女
入谷 4 丁目

箕川
みのかわ

茉那
ま な

ちゃん
H18. 4 .14生まれ　女
立野台 2 丁目

浅沼
あさぬま

幹
かん

太
た

ちゃん
H18. 3 .23生まれ　男
栗原

石川
いしかわ

隆斗
りゅうと

ちゃん
H18. 2 .16生まれ　男
相模が丘 2 丁目

市消防本部、消防署、消防団では、12月25
日（月）から31日（日）まで、立野台女性消
防隊などの協力を得ながら「歳末火災特別警
戒」を実施します。
歳末は、何かと忙しくてガスこんろや石油

ストーブなどの「火の元」の管理・始末がお
ろそかになりがちなため、火災が発生しやすい時期です。同警戒は、
このような時期に合わせて、全消防機関の警備体制強化と市民の皆
さんの防火意識の高揚を図るために実施するものです。期間中は、
消防車で市内を巡回し、市民の皆さんに火災予防を訴える広報活動
を実施しながら、消火栓や防火水槽の点検のほか、道路幅や路上駐
車などが消防活動の支障にならないか調査をします。その際には、
支障となる車両や物について、撤去をお願いする場合がありますの
で、ご協力をお願いします。
また、以下のことなど、火の元には十分注意して、明るい新年を

迎えましょう。
○石油ストーブなど暖房器具のそばに燃えやすい物を置くことはや
めましょう。また、消火時はしっかり消えているか確認をしまし
ょう

○家の周りには、年末の大掃除で出たごみなど、燃えやすい物を置
かないようにしましょう

○寝たばこやたばこの投げ捨てはやめましょう
○外出や就寝時には“もう一度”火の元を確認しましょう
担当 消防管理課 �046（256）2211 �046（256）2215

消防団員は、火災・風水害などの災害から市民の皆さん
の生命や財産を守ることを目的に活動しています。
市では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。

対象は、市内在住の18歳から45歳までの健康な方です。ご
応募をお待ちしています。
担当 消防総務課 �046（256）2211 �046（256）2215

地元農家が生産した新鮮な野菜や、市の特産品などを販売する朝市を下記の
とおり開催します。多くの皆さんの来場をお待ちしています。
※今回は、来場者に甘酒をご用意しています（先着100人程度）。
※朝市は、毎月第４日曜日に開催しています。

○と　き　12月24日（日）午前７時～８時
○ところ　市役所ふれあい広場（市役所とハーモニーホール座間の間）
※雨天の場合は、市役所１階アトリウムで開催します。

○販売物　地場産野菜、農産物加工品、肉、肉加工品、花き、市指定特産品
※レジ袋などの見直しを通して、ごみの減量化や資源化の意識を高めてもら
おうと、朝市会場では商品を持ち帰るための袋は配布しません。来場する際
は、必ず買い物袋をご持参ください。

担当 農政課　�046（252）7601 �046（255）3550

新成人の皆さん、おめでとうござい
ます。
新成人を祝い、励ますため、成人式

を下記のとおり実施します。多くの皆
さんのご出席をお待ちしています。
○と　き　平成19年１月８日（月）午
前11時～（午前10時～受け付け）

○ところ　ハーモニーホール座間（市
民文化会館）大ホール

○対　象　昭和61年４月２日から昭和62年４月１日までに生まれた方
○参加方法　すでに送付済みの案内状を持参の上、当日直接会場へ
※案内状が届いていない方は、担当にお問い合わせください。

担当 青少年課 �046（253）8415 �046（259）2163 11月25日、ハーモニーホー
ル座間（市民文化会館）小ホ
ールにおいて第30回市青少年
健全育成大会（市青少年問題
協議会主催）が開催されまし
た。この大会は、次代を担う
青少年が心身共にたくましく
成長することのできる地域社
会づくりを推進することを目
的とするもの。当日会場では、中学生の主張作文コンクール入賞者
と青少年善行ほう賞受賞者が表彰されました。
なお、表彰を受けたのは次の皆さんです。（敬称略）

【中学生の主張作文コンクール】
○最優秀賞　西彩花（西中２年）
○優秀賞　小林眞子（東中３年）、中村明日香（東中３年）、生駒つ
ばさ（栗原中１年）、込山綾菜（栗原中１年）、澤内真冬雪（南中
３年）

【青少年善行ほう賞】
（団体）
○ＪＲＣインターアクト部（県立座間高等学校）

平成11年頃より通学路などの清掃活動を通して、街の美化活動
に貢献

○県立栗原高等学校生徒会
平成16年から立野台小遊友クラブにパートナーとして参加。ニュ

ースポーツやさまざまな遊びを通して年少者への指導育成に貢献
○中栗原囃

はや

子
し

保存会青年部
平成10年の結成以来、定期練習や小学校の体験学習指導を通し

て、年少者への伝統芸能の継承および健全育成に貢献
（個人）
○廻田彩夏

中学生のころから続けている様々な国際協力ボランティア活動
を通して、国際平和活動や難民支援などに大きく貢献

○富所菜海
平成15年から青少年センター事業において、多くの場面でボラ

ンティア協力を続けていることは、年少者への健全育成に大きく
貢献

担当 青少年課　�046（253）8415 �046（259）2163

消さないで　あなたの心の　注意の火 消さないで　あなたの心の　注意の火 

12月25日～31日は「歳末火災特別警戒」 12月25日～31日は「歳末火災特別警戒」 12月25日～31日は「歳末火災特別警戒」 12月25日～31日は「歳末火災特別警戒」 
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